
 

 

 

 

 

 

 

関屋分水資料館の再開について 

 
新潟県が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、県立施設

の一時休館措置を実施したことを踏まえ、信濃川下流河川事務所の関屋

分水資料館も一時休館しておりました。 
この度、新潟県が県立施設の一時休館措置を９月１６日に終了するこ

とを踏まえ、当事務所の関屋分水資料館も、感染対策を講じた上で、 
９月１７日より再開することといたしました。 
 
※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、再度休館になる場合があります。事務所ＨＰ・

ツイッター等でご確認ください。 

 ▶事務所ホームページはこちら 
https://www.hrr.mlit.go.jp/shinage/index.html 

▶事務所ツイッターはこちら 
 https://twitter.com/mlit_shinage    

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
＜同時配布先＞ 

県政記者クラブ、新県政記者クラブ、新潟市政記者クラブ、新市政記者クラブ、三条市政記者クラブ 

＜お問い合わせ先＞ 
 
国土交通省 北陸地方整備局 信濃川下流河川事務所 

調査設計課長 若杉 匠、 建設専門官 結城明日子 

    TEL（025）266-7131（代表） 

   FAX（025）266-7105（代表） 

本資料の発表を以て解禁 

 

 

記 者 発 表 資 料 

P r e s s  R e l e a s e 

 

令和３年 ９月１６日 
日

➢大河津分水通水100周年・関屋分水通水50周年記念事業  
①信濃川とその周辺のおすすめスポット・景色  
②信濃川大河津資料館・関屋分水資料館の愛称 

 
①川の恵みを感じられるスポット、川の素晴らしさを感じられる 
景色、お気に入りのスポット等を募集します。 

②各資料館の、皆様に愛されるような素敵な愛称を募集します。 
 
募集期間：12月19日（日）まで 
募集方法：インターネット及び投票箱への投函 

（詳しくは別紙チラシをご覧ください。） 

募集中！ 

https://www.hrr.mlit.go.jp/shinage/index.html
https://twitter.com/mlit_shinage





